
 
福島県厚生農業協同組合連合会 

農村健診センター 

 

１．診療明細書について 

当センター（在宅療養支援診療所）は、医療の透明性や患者への情報提供を積極的に推進していく 

観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。 

また、公費負担等医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行 

しています。（訪問診療に要した交通費は、ご負担いただきます。） なお、明細書には、行われた検 

査等の名称が記載されるので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその 

  代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にて 

その旨お申し出ください。 

 

２．基本診療/特掲診療に係わる届出について 

   当院の施設基準、特掲診療料に係わる届出については、別掲の「施設基準一覧」をご参照 

  ください。 

 

３．保険外負担に関する事項 

    

  当センターでは、以下についてその使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

 

(1) 訪問診療に要した交通費  １㎞      ５５円（消費税込） 

※片道分のみ、小数点以下切り上げ（片道 1.1㎞→2㎞＝110円） 

(2) カルテ開示手数料     １回   ２，２００円（消費税込） 

(3) ＣＤ－Ｒ          １枚         ５５０円（消費税込） 

(4) 死後処置料             ５，５００円（消費税込）   

(5) セーフティーセット         ３，８５０円（消費税込）  

(6) ベイシングウェア          ３，８５０円（消費税込） 

文書料金 

種  別 料 金 備  考 

普通診断書（当院指定のもの） ２，２００  

死亡診断書（１通目） ５，５００  

死亡診断書（２通目以降） 

死亡証明書 
１１，０００ 

 

恩給診断書 ６，６００  

生命保険 ５，５００ 在宅診療証明書（通院給付金） 

特別診断書 

裁判・警察・障害年金 

 

１１，０００ 

 

特別死亡診断書 

裁判・警察・障害年金 

 

１１，０００ 

 

特別死亡診断書 

生命保険 

 

１１，０００ 

 

死体検案書 １１，０００  

後遺症診断書 ７，７００  

領収・医療費証明書 ２，２００  

 

厚生労働大臣が定める掲示事項 


